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令和８年５月１日 

 

 

消費者支援機構関西とライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社との間の 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

 

 消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要  

（１）事案の概要 

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西（以下「消

費者支援機構関西」という。）が、葬儀事業を行うライフアンドデザイン・グループ

西日本株式会社（以下「ライフアンドデザイン・グループ西日本」という。）に対し、

ライフアンドデザイン・グループ西日本のウェブサイト及び各種パンフレットにおけ

る下記の各表示が、不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第 34 条第

１項第１号及び同項第２号（※１）に該当するとして、下記の各表示の停止又は修正を

求めた事案である。 

 

 （表示内容） 

①ウェブサイトにおける「家族葬 76,000円～」との表示 

②ウェブサイト及び各種パンフレットにおける、家族葬プラン 39 等、「家族葬プラ

ン」と頭書されているプランの価格表示 

③ウェブサイトにおける、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の

箇所に、「０円」との金額を大きく強調する表示及び小さな字で「※非会員の場

合、式場利用料最大 10万円を申し向けます。」との表示 

 

 （理由） 

  ア 表示内容①について 

「家族葬 76,000円～」の表示は、一般消費者に対し、最低価格 76,000円で家

族葬のサービスの提供を受けることができると認知させ得る表示である。 

一般消費者の認識において「家族葬」が意味するのは、通夜と葬儀・告別式を

家族だけの少人数で執り行う葬儀サービスである。しかし、実際に 76,000円で提

供を受けることができるのは、より簡素な内容の通夜・告別式を行わない直葬式
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のサービスでしかない。そのため、一般消費者に対して実際に提供されるサービ

スよりも著しく優良ないし有利と誤認させるものであることから、優良誤認表示、

有利誤認表示（法第 34条第１項第１号及び第２号）に該当する。 

  イ 表示内容②について 

ウェブサイト及び各種パンフレットの価格表示は、一般消費者に対して、表示

された価格で通夜・告別式を含む葬儀サービスの提供を受けられるとの認識を与

える表示である。 

しかし、実際には、少なくとも必ず式場使用料 110,000 円がオプションとして

計上され、ウェブサイト及びパンフレット記載の金額に 110,000 円を追加した額

が役務提供の最低額となる。そのため、前記表示は、一般消費者に対して実際に

提供されるサービスよりも著しく有利と誤認させるものといえ、有利誤認表示

（法第 34条第１項第２号）に該当する。 

 ウ 表示内容③について 

ウェブサイトにおいて、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」

の箇所には、「０円」との金額が大きく強調して表示されている一方、同表示の

打消し表示たる「※非会員の場合、式場利用料最大１０万円を申し向けます。」

との内容は明らかに小さなフォントサイズでしか記載されていない。 

しかし、実際には家族葬プランの全案件において式場利用料 110,000 円が見積

計上されているにもかかわらず、実際の運用とは異なる「０円」の金額が強調し

て表示されていることは、一般消費者において式場利用料がかからないとの誤認

を与えるものである。また、打消し表示はあるものの、強調表示と打消し表示の

フォントの大きさ等の関係を踏まえれば、同打消し表示は一般消費者において正

しく認識できるものとはいえず、上述の誤認を打ち消すものとはいえない。その

ため、本件表示③は、一般消費者において著しく有利であるとの誤認を招くもの

であるといえ、有利誤認表示（法第 34条第１項第２号）に該当する。 

 

（※１）不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法） 

（差止請求権等） 

第三十四条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費

者団体（以下「適格消費者団体」という。）は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に

対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、

当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨

の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで

きる。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優

良であると誤認される表示をすること。 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若

しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手
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方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 

２・３ [略] 

（注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 

消費者支援機構関西は、令和７年６月２日、ライフアンドデザイン・グループ西日

本に対する申入れを開始し、ライフアンドデザイン・グループ西日本により申入れの

趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年８月 28日、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

  特定非営利活動法人消費者支援機構関西（法人番号 6120005010084） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

  ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社（法人番号 2130001009777） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※２）の概要 

なし 

 

（※２）改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止

若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた

場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14条及び第 28条参照）。 

以上 

 

 

  

消費者庁消費者制度課 

電話番号:03-3507-8800（代表） 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


